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2025 年３月 19 日からマイナポータルを利用した出生届のオンライン手続きを拡充し、同時に新生

児のマイナンバーカード交付申請について受付を開始します。 

これにより、届出人がマイナンバーカードをお持ちの方は、“いつでも”、“どこでも”スマートフォ 

ンやパソコンを利用して、市役所にお越しの際と同様の行政サービスが可能となります。 

 

１ オンライン出生届 

  マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用し、オンラインで出生届を提出す

ることが可能です。 

  ※詳細は、下記 URL または QR コードから確認願います。（３/19 から） 

  https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/37/121265.html 

      

２ マイナンバーカードの特急発行 

・出生届と同時に申請いただくことで、通常より早い期間でマイナンバーカードの発行を行い

ます。 

  ・里帰り出産等で、住民登録している住所での受け取りができない場合は、現在の居所にお送

りすることも可能です。 

  ・１歳未満の方は顔写真なしのマイナンバーカードとなります。 

・出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合は、申請者本人（出生子）の来

庁と法定代理人の同行及び申請者本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。

簡単にできる出生届と同時での申請をお勧めします。 

※特急発行申請に関する詳細は下記の URL または QR コードから確認願います。 

https://www.city.koriyama.lg.jp/mynumber/139158.html 

 

 

 

ターゲット 17．17 

2025 年 3 月１７日 

郡山市市民部 

マイナンバー活用課 

課長 髙田 和広 

TEL：924－2080 

SDGｓ ターゲット 17.17 「効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。」 

全国初！！ 
“いつでも”、”どこでも” 

出生届のオンライン手続きと同時にマイナンバー
カードの交付申請が可能になります。  

 



オンライン出生届と同時によるマイナンバーカード交付申請の開始について

１ 概要

・対象者：出生児
・令和６（2024）年８月から開始したオンライン出生
届と同時にマイナンバーカード交付申請が可能
・国のシステムリリース：令和7（2025）年3月18日（火）
・オンラインサービス開始日：令和7（2025）年3月19日（水）

３ オンライン上の申請フォーム（イメージ）

マイナポータル（ぴったりサービス）から出生届を申請する際のフォームに以下の項目が追加

１ 申請確認 ２ 送付先及び連絡先 ３ 暗証番号の設定

２ 経過

・令和６（2024）年８月
マイナポータルによるオンライン出生届の開始

・令和６（2024）年12月
紙による出生届と出生児のマイナンバーカード
交付申請の同時申請が開始

※デジタル庁資料よりフォームイメージを引用
し、郡山市マイナンバー活用課が作成


